
1

マイナンバーカードを利用した鏡野町電子申請・届出システム

2022年11月

岡山県鏡野町



2

マイナンバーカードを利用した鏡野町電子申請・届出システム

鏡野町電子申請・届出システムの概要

「鏡野町電子申請・届出システム」は、スマートフォンを利用して各種証明書の郵送請求等が実施出来るサービスであり、新型コロナウイルス感染症
感染拡大防止対策事業として令和3年9月より開始した。

◼ システムの機能

◼ 利用者のメリット

役場窓口への来訪不要

接触の回避、時間の節約、経費の節約

キャッシュレスで決済

証明書等の手数料はクレジット
（キャッシュレス）で決済可能

スマホで完結

必要なのは、スマートフォンとマイナンバー
カード（署名用電子証明書）のみ

手書き申請書の作成不要

マイナンバーカードを利用することで、必要
情報が入力された各種申請書を印刷可能

※ 「鏡野町電子申請・届出システム」の詳細については、鏡野町のホームページや電子申請のご利用方法に関するご案内をご確認下さい。
• 鏡野町ホームページ:  http://www.town.kagamino.lg.jp/?page_id=240665
• 電子申請のご利用方法:  http://www.town.kagamino.lg.jp/wp-content/uploads/2022/11/riyouhouhou20220627.pdf

• マイナンバーカードとスマートフォン
（Android、iPhone）を利用して
証明書等の郵送請求、各種申請・
届出、補助金等の交付申請がオン
ラインで申請できる。

• 来庁時にタブレット端末にてマイナン
バーカードを利用することで、住所・
氏名等の基本４情報を含めた申請
書が印刷できる。

• 証明書等の郵送請求にかかる手数料の支払い
は、クレジット決済に対応している。

補助金等の交付申請
移住支援金、乗合タクシー等の補助金申請および登録した口座での受け取りが可能

各種申請・届出
有線テレビやごみ、リサイクルに関する各種申請・届け出が可能

証明書等の郵送請求
戸籍証明や税に関する証明等の郵送請求が可能（手数料の支払いはクレジット決済に対応）

①

②

③
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マイナンバーカードを利用した鏡野町電子申請・届出システム

初回アプリ利用時の流れ

「鏡野町電子申請・届出システム」をご利用頂くにあたり、お手持ちのスマートフォンにアプリケーションのダウンロード、インストールが必要となる。
また、初回利用時にはマイナンバーカードを用いた本人確認、利用者情報の登録を実施する必要がある。

アプリケーションの
ダウンロード

ICカードセット案内

１

5

マイナンバーカード読み取り4起動時の画面

トップ画面

3

８

JPKI利用者ソフトの
インストール 【Androidのみ】

パスワード入力

2

6

• 鏡野町電子申請・届出システムの
アプリをGoogle PlayもしくはApp 
Storeからダウンロードする。

• Androidの場合、JPKI利用者ソ
フト（公的個人認証の電子証明
書を利用するためのアプリケーショ
ン）をインストールする。

• 各アプリケーションのダウンロード・イ
ンストール後、鏡野町電子申請・
届出アプリを起動する。

• マイナンバーカードの読み取りを行う。

• 画面の案内に従い、ICカード（マ
イナンバーカード）をスマートフォン
にかざす。

• マイナンバーカードを発行した際に
設定した、公的個人認証サービス
の署名用パスワード（英数字6文
字以上16文字以下）を入力する。

• 利用者情報が登録されると、鏡野
町電子申請・届出システム（アプ
リ）のトップ画面が表示される。

利用者情報登録7

• 利用者は、マイナンバーカードに含
まれない、フリガナと連絡先電話番
号を入力する。
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マイナンバーカードを利用した鏡野町電子申請・届出システム

「証明書等の郵送請求」のアプリ利用時の流れ

「鏡野町電子申請・届出システム」に表示される案内に従い必要情報を入力することで、戸籍や地籍図等の各種証明書を申請、請求することがで
きる。

請求内容の確認・申請

電子領収書発行

3

7

郵送請求対象の選択

郵送請求手数料の確認

１

5

必要情報の入力

郵送請求手数料の
支払い

2

6

マイナンバーカード読み取り4

郵送手続8

• 郵送請求を申請する対象の請求
書もしくは申請書を選択する。

※ 請求可能な請求書、申請書一覧は次
ページに記載。

• 入力した内容に基づき、請求書も
しくは申請書が表示されるため、内
容を確認し、問題がなければ申請
する。

• 画面の案内に従い、マイナンバー
カードをスマートフォンにかざし、公
的個人認証サービスの署名用パス
ワードを入力する。

• 請求、申請した内容に応じて郵送
請求手数料が決定するため、内容
を確認し決済手続きを行う。

• 手数料の支払い完了後、電子領
収書が発行される。

• 電子領収書発行後、請求、申請
元の住民宛に各種証明書を郵送
する。

• 画面に表示され
る案内に従い、必
要情報を入力す
る。

※ 氏名、住所、生年
月日はマイナンバー
カードから読み取り
自動的に表示され
る。

※ フリガナは利用者情
報から自動的に表
示される。

• 画面の案内に従
い、お持ちのクレ
ジットカード情報
を入力した後、支
払い行う。



5

マイナンバーカードを利用した鏡野町電子申請・届出システム

「証明書等の郵送請求」で請求可能な請求書、申請書一覧

「鏡野町電子申請・届出システム」で申請、請求することができる対象は、大別すると「戸籍郵送請求書」、「地籍図の交付申請書」、「町税に関す
る証明・閲覧申請書」の3種がある。

•全部事項証明書
•個人事項証明書
•除籍･改製原戸籍謄本
•除籍･改製原戸籍抄本
• CP除籍･改製原謄本
• CP除籍･改製原抄本
•戸籍附票
•身分証明書
•独身証明書
•戸籍記載事項証明書
•受理証明書
•一部事項証明書
•除籍記載事項証明書
•※CP：コンピュータ化されたもの

戸籍郵送請求書

•地籍図集成図（航空写真なし）
•地籍図集成図（航空写真あり）
•地籍図一筆図

地籍図の交付申請書

•評価証明（固定資産）
•課税証明（固定資産）
•所得証明
•所得控除証明
•所得課税証明
•課税証明（納税関係）
•納税証明（納税関係）
•完納証明書
•住宅用家屋証明書
•車検継続審査用納税証明書
•社会保険料納付額証明書
•固定資産課税台帳(名寄帳)閲覧
複写代【名寄帳の閲覧とセット】

•固定資産課税台帳(名寄帳)証明

町税に関する証明・閲覧申請書

【請求可能な請求書、証明書一覧】
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マイナンバーカードを利用した鏡野町電子申請・届出システム

「各種申請・届出」のアプリ利用時の流れ

ホームページサービスの開設・廃止等に係る申請・届出や、有線テレビ加入申込、変更・脱退申込など、各種申請・届出を行うことができる。

•対象の申請・届出を選択し、画面の案内に従い必要事項を入力し申請する。
•添付書類が求められる場合には、お持ちのスマートフォンで撮影されたものか、保存された画像を選
択し添付する。

•有線テレビ
•広報
•ごみ、リサイクル
•墓地
•犬
•防災
•観光
•林業

•青少年の健全育成
•生涯学習の推進
•文化財の保護
•水道・下水道、引越、住まい
•移住・定住
•区長会
•住民
•町税

【分類一覧】

以下いずれかの方法で対象の申請・届出を検索することができる。
①分類を指定
②検索文字列を指定
③分類を指定し検索した後、更に検索文字列を指定し絞り込む

【検索方法】
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マイナンバーカードを利用した鏡野町電子申請・届出システム

「補助金等の交付申請」のアプリ利用時の流れ

「鏡野町電子申請・届出システム」に表示される案内に従い必要情報を入力することで、移住支援、地域づくり、集合タクシーなど、必要な補助金の
交付申請を行うことができる。

申請対象の補助金を選択１ 受取口座の指定 請求書提出の同意2 3

• 申請する補助金申請書を選択し、画面の案内に
従い必要事項を入力し申請する。

• 添付書類が求められる場合には、お持ちのスマート
フォンで撮影されたものか、保存された画像を選択
し添付する。

• 申請後、補助金の受取口座に関する情報を指定
（入力）する。

• 銀行名、支店名等は適宜検索機能を用いながら
入力する。

• 受取口座の情報を入力した後、画面に表示され
る内容を確認し、請求書の提出に同意する。


